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転入者のみなさん 各種手当の申請はお済みですか？
　下表の手当は、市外から転入してきた場合、申請をしないと受け
ることができません。該当要件を満たす方で、まだ申請していない
方は、お早めに手続きをしてください。
※すでに受給している方は、申請の必要はありません

■申請・問合先

▽子どもの手当＝子育て支援課手当助成係（市役所第二庁舎３階☎０４２−３８７−９８３９）

▽障がい等のある方の手当＝自立生活支援課障害福祉係（同２階☎０４２−３８７−９８４２）

種　　類 手当を受けられる方 手当の額（月額） 必要書類等 支　給　方　法 支　給　制　限

子　
　
　
　
　
ど　
　
　
　
　
も　
　
　
　
　
の　
　
　
　
　
手　
　
　
　
　
当

児　
童　
手　
当

国 中学校修了前（１５歳到達後最初の３月３１日まで）の児童を養
育する保護者等で、市内に住所を有する方　

【所得制限限度額未満の方】
３歳未満一律	 １５,０００円
３歳以上小学校修了前
第１・２子	 １０,０００円
第３子以降	 １５,０００円
中学生一律	 １０,０００円
【表１の①以上②未満の方】
一律（特例給付）　　５,０００円

健康保険証（３
歳未満の児童が
いる場合）、銀
行口座番号ほか

児　
童　
育　
成　
手　
当

育　
成　
手　
当
都
・
市

市内に住所があり、次のいずれかの状態にある児童（１８歳に
達した日の属する年度の末日以前）を扶養している方
▷父または母が死亡した児童
▷父または母が生死不明である児童
▷父または母に１年以上遺棄されている児童
▷父または母が、父または母の申し立てにより保護命令を受
けている児童
▷母が婚姻によらないで懐胎した児童
▷父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
▷父母が離婚した児童
▷父または母が重度の障がいを有する児童

１３,５００円
育成手当＝戸籍
全部事項証明書

障害手当＝身体
障害者手帳また
は愛の手帳

銀行口座番号ほ
か障

害
手
当

市内に住所があり、２０歳未満で心身に障がいがあり、その程
度が次のいずれかに該当する方を扶養している方
▷知的発達障がいで愛の手帳１〜３度の方
▷身体障がいで身体障害者手帳１・２級の方
▷脳性まひまたは進行性筋萎（い）縮症の方

２５,０００円

申請のあった翌月分から、６月、
１０月、２月に、前月までの４か
月分を支給

▷令和４年中の所得が、表１の限度
額以上の場合（令和６年６月分の支
給から、５年中の所得になります）
▷児童が、施設に入所しているとき

児　
童　
扶　
養　
手　
当

国

市内に住所があり、次のいずれかに該当する１８歳に達した日
の属する年度の末日以前の児童（身体障害者手帳１〜３級お
よび４級の一部、愛の手帳１〜２度程度の児童、あるいはこ
れらと同等の障がいを有する児童は２０歳未満）を養育してい
る父、母または養育者
▷父母が離婚した児童
▷父または母が死亡した児童
▷父または母が生死不明である児童
▷父または母に１年以上遺棄されている児童
▷父または母が、父または母の申し立てにより保護命令を受
けている児童
▷父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
▷母が婚姻によらないで懐胎した児童
▷父または母が重度の障がいを有する児童

全部支給	 	 ４５,５００円
（児童２人目１０,７５０円、３人
目から１人につき６,４５０円を
加算）

一部支給　		４５,４９０〜１０,７４０円
（児童２人目１０,７４０〜５,３８０円、
３人目から１人につき６,４４０
〜３,２３０円を加算）

戸籍全部事項証
明書、銀行口座
番号ほか

申請のあった翌月分から、奇数
月に、前月および前々月分を支
給

▷令和４年中の所得が、表２の限度
額以上の場合
▷手当額以上の障害基礎年金等を除
く公的年金を受給している場合

愛
育
手
当

市
市内に住所があり、４月１日現在満３〜５歳で、公的補助の
ない無認可保育施設に月の初日から月１５日以上かつ１日４時
間以上在籍している児童の保護者のうち、規定の補助金を受
給していない方

７,３００円 銀行口座番号ほ
か

９月、３月に、当月までの分を
銀行振込により支給
なお、申請に基づき、年度内に
おいて該当する月分から支給

児童が、幼稚園、保育園、児童発達
支援センター等に在籍しているとき

障　
　
　
が　
　
　
い　
　
　
等　
　
　
の　
　
　
あ　
　
　
る　
　
　
方　
　
　
の　
　
　
手　
　
　
当

心
身
障
害
者

福
祉
手
当

都
・
市

市内に住所があり、身体障害者手帳１〜６級、愛の手帳１〜
４度および脳性まひ、進行性筋萎（い）縮症による障がいの
ある方

▷身体障害者手帳１・２級、
愛の手帳１〜３度、脳性まひ、
進行性筋萎縮症の方
	 １５,５００円
▷上記の方が２０歳未満の場合
	 ９,５００円
▷身体障害者手帳３・４級、
愛の手帳４度の方　		６,５００円
▽身体障害者手帳５・６級の
方　　　　　　　　		１,５００円

身体障害者手帳
または愛の手
帳、銀行口座番
号ほか

申請のあった月分から、４月、
８月、１２月に、前月までの４か
月分を銀行振込により支給

▷６５歳以上の新規申請はできません
▷令和４年中の所得が、表３の限度
額以上の場合
▷難病者福祉手当を受けているとき
▷手当を受けられる方が２０歳未満で
その保護者が児童育成手当の障害手
当を受けているとき
▷施設に入所しているとき

特
別
児
童

扶
養
手
当

国

市内に住所があり、次のいずれかに該当する２０歳未満の児童
を養育している方
▷身体障害者手帳１〜３級程度の児童
▷愛の手帳１〜３度程度の児童
▷長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生
活に著しい制限を受ける児童

児童１人につき
　重度の場合	 ５５,３５０円
　中度の場合	 ３６,８６０円

戸籍全部事項証
明書、指定の診
断書、銀行口座
番号、個人番号
確認書類、本人
確認書類ほか

申請のあった翌月分から、４月、
８月、１１月に、前月（１１月は当
月）までの４か月分を銀行振込
により支給

▷令和４年中の所得が、表４の限度
額以上の場合
▷障がいを支給理由とする、公的年
金を受給している場合
▷児童が、施設に入所しているとき

特
別
障
害
者

手　
　
　
当

市内に住所があり、重度の障がいがあるため、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする２０歳以上の方（おおむね身
体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度程度の障がい、そ
れらと同等の疾病・精神障がいの方）

２８,８４０円

申請のあった翌月分から、５月、
８月、１１月、２月に、前月まで
の３か月分を銀行振込により支
給

▷令和４年中の所得が、表５の限度
額以上の場合
▷施設に入所しているとき
▷病院等に３か月を超えて入院して
いるとき

障
害
児
福
祉

手　
　
　
当

市内に住所があり、重度の障がいがあるため、日常生活にお
いて、常時介護を必要とする程度の状態にある２０歳未満の児
童（おおむね身体障害者手帳１級および２級の一部、愛の手
帳１度および２度の一部、あるいはこれらと同等の疾病、精
神障がいの児童）

１５,６９０円

▷本人または扶養義務者等の令和４
年中の所得が、表５の限度額以上の
場合
▷施設に入所しているとき
▷障がい年金等を受給している児童

福
祉
手
当

（
経
過
措
置
）

市内に住所があり、２０歳以上の方で、制度改正（昭和６１年４
月１日）前の福祉手当を受給している方 １５,６９０円 ｰ

▷特別障害者手当、障害基礎年金の
いずれかを受給している場合
▷令和４年中の所得が、表５の限度
額以上の場合
▷施設に入所したとき

重 

度 

心 

身

障
害
者
手
当

都

市内に住所があり、次のいずれかの障がい要件に該当する方
▷重度の知的障がいで、日常生活について常時複雑な配慮を
必要とする程度の著しい精神症状を有する方
▷重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
▷重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、
かつ、座っていることが困難な方

６０,０００円
個人番号確認書
類、本人確認書
類、印鑑

申請のあった月分から、毎月２０
日ごろに、前月分を銀行振込に
より支給

▷申請時に６５歳以上の場合
▷令和４年中の所得が、表５の限度
額以上の場合
▷施設に入所しているとき
▷病院に３か月を超えて入院してい
るとき

難　
病　
者

福
祉
手
当

市 市内に住所があり、特定医療費（指定難病）受給者証または
マル都医療券をお持ちの難病患者の方 ７,０００円

特定医療費（指
定難病）受給者
証またはマル都
医療券、銀行口
座番号ほか

申請のあった月分から、７月、
１１月、３月に、当月までの４か
月分を銀行振込により支給

▷令和４年中の所得が、表３の限度
額以上の場合
▷施設に入所しているとき
▷心身障害者福祉手当を受けている
とき
▷手当を受けられる方が２０歳未満で
その保護者が児童育成手当の障害手
当を受けているとき

表３　心身障害者福祉手当・難病者福祉手当
所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額（※１）
０人 ３６０万４千円
１人 ３９８万４千円
２人 ４３６万４千円
３人 ４７４万４千円
以降１人増えるごとに３８万円加算

表４　特別児童扶養手当　所得制限限度額

扶養親族等の数 ①受給者本人 ②配　偶　者
　扶養義務者

０人 ４５９万６千円 ６２８万７千円
１人 ４９７万６千円 ６５３万６千円
２人 ５３５万６千円 ６７４万９千円
３人 ５７３万６千円 ６９６万２千円

以降１人増えるごとに①３８万円②２１万３千円加算

表５　特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当（経過措置）・重度心身障害者手当　所得制限限度額

扶養親族等の数 ①受給者本人 ②特別障害者手当等扶
養義務者

③重度心身障害者扶養
義務者（※１）

０人 ３６０万４千円 ６２８万７千円 ３６０万４千円
１人 ３９８万４千円 ６５３万６千円 ３９８万４千円
２人 ４３６万４千円 ６７４万９千円 ４３６万４千円
３人 ４７４万４千円 ６９６万２千円 ４７４万４千円

以降１人増えるごとに①３８万円②２１万３千円③３８万円加算
※１　２０歳以上の方は本人の所得、２０歳未満の方は扶養義務者等の所得

令和６年４月１日現在

表１　児童手当・児童育成手当

税法上の
扶養人数

児童手当 児童育成手当
①所得制限限度額 ②所得上限限度額 所得制限限度額

０人 ６３０万円 ８６６万円 ３６８万４千円

１人 ６６８万円 ９０４万円 ４０６万４千円

２人 ７０６万円 ９４２万円 ４４４万４千円

３人 ７４４万円 ９８０万円 ４８２万４千円

以降１人増えるごとにそれぞれ３８万円加算
※社会保険料控除分（一律８万円）を含む金額です
※所得額は、収入から必要経費などを差し引いた額（給与所得者の
場合は給与所得控除後の金額）です
※このほかに、各種控除（医療費控除、長期譲渡所得特別控除、障
害者控除等）を所得額から差し引ける場合があります

表２　児童扶養手当　所得制限限度額
扶養親族
等の数

受給者本人 配偶者・扶養義務者
および孤児等の養育者全部支給 一部支給

０人 ４９万円 １９２万円 ２３６万円
１人 ８７万円 ２３０万円 ２７４万円
２人 １２５万円 ２６８万円 ３１２万円
３人 １６３万円 ３０６万円 ３５０万円

以降１人増えるごとにそれぞれ３８万円加算
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